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26 SEP 2023 

 

ビューローベリタス関西２事務所（大阪、神戸三ノ宮）をいつもご利用いただきありがとうございます。 

最新情報をお知らせいたします。 

 

–INDEX– 

【トピックス】 

 「まちづくり融資（長期建設資金）」および「サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資」の制度改正について 

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法

律の一部の施行に伴う関係政省令の整備について 

 省エネ適合性判定員を募集します（業務委託） 

 【再掲】改訂版「告示にかかる審査」解説コラム連載 

避難安全検証法 《確認検査で質疑の多い事項》 《避難安全検証法上の問題点》  

 建築知識のポン太くんと学ぶ 用途別・建築法規 vol.46｜病院・診療所｜病院・診療所の階段を理解する

ポン！その 2 

 

【最新情報（法令・地域条例）】 

＜地域条例等＞ 

 京都府京都市/都市計画見直しの施行（令和 5 年 9 月分）について 

 兵庫県/土砂災害特別警戒区域の改正について 

 兵庫県/土砂災害特別警戒区域の解除について 

 兵庫県加古川市/水足戸ヶ池周辺地区計画に関する地区計画のあらまし 

 奈良県/田原本町用途地域および高度地区の変更について（結果通知） 

 関西以外の地域について 

 

▼関西２事務所からヒトコト 

 営業 岡 

 

【インフォメーション】 

 建物・設備の定期検査（インサービス検査事業本部）のご紹介 

 建築設計事務所様からの「12 条点検（建築基準法第 12 条定期報告）」業務委託が可能です 

 技術監査サービス（技術監査事業部）のご紹介 

 

 

トピックス 

「まちづくり融資（長期建設資金）」および「サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資」の制度改正について 

 

令和 5 年 10 月 1 日以降の融資申込分から、次の 2 点について制度の改正が行われます。 

（1）省エネルギー基準の見直し 

見直し後は、いずれの申請においても「断熱等性能等級 4 以上かつ一次エネルギー消費量等級 4 以上」または「建築

物エネルギー消費性能基準」の措置が必要になります。 

 

（2）金利引下げ制度の創設 

長期優良住宅または ZEH を対象とした金利引下げ制度が創設されます。 

 

→詳しくはこちら https://www.bvjc.com/news/news_detail/230912.html 

 

https://www.bvjc.com/news/news_detail/230912.html
https://www.bvjc.com/news/news_detail/230922.html
https://www.bvjc.com/news/news_detail/230922.html
https://www.bvjc.com/careers/jobs.html#job05
https://www.bvjc.com/column/column_005.html
https://www.bvjc.com/column/column_006.html
https://www.bvjc.com/news/230920.html
https://www.bvjc.com/news/230920.html
https://www.buil-repo.com/
https://www.buil-repo.com/contact/
https://kansa.bvjc.com/
https://www.bvjc.com/news/news_detail/230912.html
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脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律

の一部の施行に伴う関係政省令の整備について 

 

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律が

2022 年 6 月 17 日に公布され、その一部が 2024 年 4 月に施行されます。この改正法の施行に伴い建築基準法施

行令等について所要の改正が行われ 9 月 13 日に公布されました。 

 

→続きはこちら https://www.bvjc.com/news/news_detail/230922.html 

 

省エネ適合性判定員を募集します（業務委託） 

 

省エネ適合性判定業務の体制強化を図るため、業務受託者を募集します。2025 年の大規模な建築物省

エネ法改正および 2030 年にかけて省エネ基準の段階的な厳格化が予定されており、今後は省エネ適合性

判定対象の用途・規模が拡大し、判定対象物件数の急増が見込まれます。 

資格を活かして働きたい審査未経験者も歓迎です。この機会に業務委託で活躍しませんか︖ 

 

■業務内容 

省エネ適合性判定業務の全部または一部を委託。 

（建築・設備図等を元に作成された省エネ計画の中身を確認し、計算結果を判定） 

■勤務地 

リモートワーク（在宅やご自身のオフィスで審査） 

■応募方法 下記ウェブサイトより応募ください。 

URL:https://www.bvjc.com/careers/jobs.html#job05 

■お問合せ先 

電話：03-5577-8382   メール：bec.jp@bureauveritas.com 

 

【再掲】改訂版「告示にかかる審査」解説コラム連載 

 

2006 年に掲載していたコラム「告示にかかる審査」解説シリーズの改訂版を、「避難安全検証法」、「限界耐力計算」、

「免震建築物の審査」の 3 つの分野に展開し、2022 年 11 月より連載コラムとして掲載しております。今回は「確認検

査で質疑の多い事項」と「避難安全検証法上の問題点」の記事をご紹介します。 

 

➢ 避難安全検証法 《確認検査で質疑の多い事項》 

https://www.bvjc.com/column/column_005.html 

➢ 避難安全検証法 《避難安全検証法上の問題点》 

https://www.bvjc.com/column/column_006.html 

 

建築知識のポン太くんと学ぶ 用途別・建築法規 vol.46｜病院・診療所｜病院・診療所の階段を理解するポ

ン！その 2 

 

建築のプロに必要不可欠な情報をタイムリーに提供する専門誌「建築知識」2023 年 10 月号（2023 年 8 月 20 日

発行/株式会社エクスナレッジ）に、弊社社員が記事を執筆しました。 

 

→続きはこちら https://www.bvjc.com/news/230920.html 

 

最新情報（法令・地域条例） 

 

●京都府京都市/都市計画見直しの施行（令和 5 年 9 月分）について 

 

京都市では、令和 5 年 4 月 25 日に都市計画の見直し（規制強化となる箇所の一部を除く）を行われました。 

https://www.bvjc.com/news/news_detail/230922.html
https://www.bvjc.com/ctc-business/hantei/
https://www.bvjc.com/careers/jobs.html#job05
https://www.bvjc.com/column/column_005.html
https://www.bvjc.com/column/column_005.html
https://www.bvjc.com/column/column_006.html
https://www.bvjc.com/column/column_005.html
https://www.bvjc.com/column/column_006.html
https://www.bvjc.com/news/230920.html
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一方で、規制強化となる箇所の一部（下記）につきましては、一定の周知期間を設け、令和 5 年 9 月 25 日に施行す

る予定です。 

施行日が近づいてまいりましたので、改めて規制強化となる箇所についてお知らせいたします。 

該当のエリアにおいて、また、御不明な点等がございましたらご確認の上、下記までお問い合わせください。 

 

1 規制強化となる箇所 

 

エリア 規定【箇所※1】 

＜1＞京都駅南部  

〇準防火地域⇒防火地域【②】 

 

＜2＞外環状線沿道・新十条通沿道 

〇法第 22 条区域又は準防火地域⇒防火地域【②、③】 

〇風俗営業禁止（特用条例※2）【①、②、③、④】 

〇容積率制限（外環状線・新十条通に 2ｍ接道しない敷地のみ） 

（特用条例※2）【①】 

 

※1 別添の箇所図において、青く囲んでいます。 

※2 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）外環状線等沿道特別用途地区建築条例 

 

詳細については下記にてご確認ください。 

URL: https://keikan-gis.city.kyoto.lg.jp/kyotogis/cityplanning/main?u=cityplanning 

 

・お問い合わせ先  

京都市 都市計画局 都市企画部 都市計画課（都市計画見直し担当） 

TEL: 075-222-3500 

 

●兵庫県/土砂災害特別警戒区域の改正について 

 

兵庫県では下記 1 の地区について、下記 2 のとおり指定を改正されましたので、ご確認の上、ご注意くださいませ。 

 

1 改正地区 

  洲本市宇山Ⅰ地区 

 

2 改正区域数および公示日等 

   土砂災害特別警戒区域 

   一部改正 1 箇所（急傾斜地の崩壊 1 箇所） 

   令和 5 年 7 月 28 日兵庫県告示第 796 号 

 

3 公示の相談窓口（関係土木事務所） 

   淡路県民局洲本土木事務所管理第 2 課（電話：0799-26-3178） 

 

詳細については下記にてご確認ください。 

URL: https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks15/documents/shiteikouhou_r050728.pdf 

 

●兵庫県/土砂災害特別警戒区域の解除について 

 

兵庫県では下記 1 の地区について、下記 2 のとおり指定を解除されましたので、ご確認の上、ご注意くださいませ。 

 

1 解除地区 

  神崎郡福崎町田口地区 

 

2 解除区域数および公示日等 

  土砂災害特別警戒区域 1 箇所（土石流） 

   令和 5 年 8 月 4 日兵庫県告示第 836 号 

https://keikan-gis.city.kyoto.lg.jp/kyotogis/cityplanning/main?u=cityplanning
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks15/documents/shiteikouhou_r050728.pdf
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3 公示の相談窓口（関係土木事務所） 

中播磨県民センター姫路土木事務所管理第 2 課（電話：079-281-9460） 

 

詳細については下記にてご確認ください。 

URL: https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks15/documents/shiteikouhou_r050804.pdf 

 

●兵庫県加古川市/水足戸ヶ池周辺地区計画に関する地区計画のあらまし  

（パンフレット）掲載内容の補足について 

 

兵庫県加古川市では、水足戸ヶ池周辺地区計画に関する地区計画のあらまし （パンフレット）掲載内容の補足につい

て補足事項を追記しましたのでお知らせします。  

 

詳細については下記にてご確認ください。 

URL: https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/tosi_kekaku/tosikekakuka/tikukekaku

/tikukeikakunogaiyou/30853.html 

 

・お問い合わせ先  

加古川市都市計画部まちづくり指導課 

TEL: 079-427-9261    

●奈良県/田原本町用途地域および高度地区の変更について（結果通知） 

 

奈良県はこの度標記の件について、下記のとおり変更したので通知します。 

 

1．変更の内容 

 区域の縮小（リンク先より参照ください） 

 ※市街化区域の一部が市街化調整区域に編入されたことによるもの 

 

2．施行日 

 令和 5 年 6 月 16 日 

 

詳細については下記にてご確認ください。 

URL: https://www.town.tawaramoto.nara.jp/soshki/sangyo/kanko/business/toti/10439.html 

 

・お問い合わせ先  

田原本町まちづくり建設課 

TEL: 0744-34-2085  

 

 

関西以外の地域について 

 

●茨城県龍ヶ崎市/竜ヶ崎・牛久都市計画道路の変更について 

 

龍ケ崎市における都市計画道路の変更が下記内容にて予定されております。  

【市町村名】:龍ケ崎市 【案 件】:竜ヶ崎・牛久都市計画 道路の変更  

※告示は 10 月 23 日を予定  

 

・お問い合わせ先  

茨城県 土木部都市局建築指導課  

企画グループ 清水 

TEL: 029-301-4716 

MAIL: kenshi2@pref.ibaraki.lg.jp 

 

●群馬県伊勢崎市/都市計画の変更について 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks15/documents/shiteikouhou_r050804.pdf
https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/tosi_kekaku/tosikekakuka/tikukekaku/tikukeikakunogaiyou/30853.html
https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/tosi_kekaku/tosikekakuka/tikukekaku/tikukeikakunogaiyou/30853.html
https://www.town.tawaramoto.nara.jp/soshki/sangyo/kanko/business/toti/10439.html
mailto:kenshi2@pref.ibaraki.lg.jp
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令和 5 年 8 月 18 日付で伊勢崎都市計画地区計画の変更（国領町産業団地地区の決定）における都市計画決

定がされました。 

伊勢崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例 ・国領町産業団地地区の地区計画に関してのパンフレットも発

行しております。 

 

・お問い合わせ先  

伊勢崎市役所都市計画部都市計画課 

担当者：小堀、新船  

TEL: 0270-27-2766 

 

●東京都福祉局生活福祉部/「東京都福祉のまちづくり施設整備マニュアル（令和 5 年 10 月改訂版）」について 

 

東京都では、「東京都福祉のまちづくり施設整備マニュアル」を作成し、全ての人が施設を円滑に利用できるようにするため

の「整備基準」について、図解も含めて詳しく解説するとともに、より高い水準である「望ましい整備」についても説明し、事

業者や設計者の方々が建築物等を設計する上で必要となる事項を盛り込んでいます。 一部を除き、東京都福祉保健

局のウェブサイトにも掲載する予定です。  

 

・お問い合わせ先  

東京都 福祉局生活福祉部企画課  

福祉のまちづくり担当 

TEL: 03-5320-4047 

 

●東京都練馬区/東京都建築安全条例第 7 条の 3 第 1 項の規定による防火規制の区域指定について 

 

練馬区富士見台三・四丁目環ハ南地区において東京都建築安全条例第 7 条の 3 第 1 項の規定に基づく新たな防火

規制の区域指定が令和 5 年 8 月 16 日に東京都より告示され、令和 5 年 11 月 1 日に施行されます。施行日以降に

区域内で建築物の建築を行う場合は、一定の防火性能を持つ、耐火、準耐火建築物等とすることが求められます。  

 

・お問い合わせ先  

練馬区 建築・開発担当部建築審査課 

建築調整係 

TEL: 03-5984-1906 

 

●東京都/宿泊施設のバリアフリー基準の改正に関して 

 

東京都建築物バリアフリー条例第 11 条の 2 が改正されました。 施行が令和 5 年 10 月 1 日でこれ以降に着工するも

のが対象となります。着工しているものについては、計画変更を行う場合も従前の基準によります。なおリーフレットをご準備 

しており、そちらで詳細の確認ができます。 

 

・お問い合わせ先  

東京都 都市整備局市街地建築部建築企画課 

やさしいまちづくり推進担当 江藤、豪  

TEL: 03-5388-3345 

FAX: 03-5388-1356 

 

●広島県広島市/土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の解除および指定について 

 

 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）」 の規定に基づき、 

下記のとおり、令和 5 年 7 月 27 日付けで、土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の解除および指定がな

されました。  

 

東  区  上温品  

東  区  牛田・早稲田 

東  区  中山  

tel:0270-27-2766
tel:03-5320-4047
tel:03-5984-1906
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安佐南区  安西 

安佐南区  山本 

安佐南区  梅林 

安佐北区  飯室 

安佐北区  日浦 

安佐北区  可部 

安 芸 区  矢野 

安 芸 区    船越 

佐 伯 区    五月が丘 

 

下記広島県のウェブサイトでも指定内容が公開されています。 

URL: http://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/ 

 

・お問い合わせ先 

広島市 建築指導課 第二指導係  

TEL: 082-504-2288 

FAX: 082-504-2529 

 

●広島県/急傾斜地崩壊危険区域災害危険区域の指定について 

 

広島県建築基準法施行条例（昭和 47 年条例第 16 号）第 3 条の規定により指定されました。 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年法律第 57 号）第三条第一項の規定によって 

次の土地の区域が急傾斜地崩壊危険区域に指定されました。 

広島市東区 戸坂くるめ木一丁目地区 

 

・お問い合わせ先 

広島県 建築課 構造審査グループ 

TEL: 082-513-4159 

 

●広島県/盛土規制法に関する手引および技術的基準の公表について 

 

令和 5 年 5 月 26 日に「宅地造成および特定盛土等規制法」(通称：盛土規制法）が施行されました。 

盛土規制法では盛土や切土、土石の堆積に関する工事が規制区域指定後規制されます。 

広島県では令和 5 年 9 月 28 日に規制区域を運用開始する予定です。（広島市・呉市・福山市を除く） 

 

手引きおよび技術的基準が下記広島県のウェブサイトで公開されています。 

URL: https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/262/moridokeihatsu.html 

 

・お問い合わせ先 

広島県 都市環境整備課 盛土対策グループ 

TEL: 082-513-4143 

 

関西２事務所からヒトコト 

 

皆様、朝晩は少し涼しくなってきましたが、日中はまだまだ暑いですね・・・ 

引き続き、事務所にお客様用にアメちゃん置いておりますので、ご来社の際はぜひ遠慮なくお召し上がり下さい。 

 

さて、日々業務にて深く携わっております「建築基準法」。英語で何というか・・・ 

ふいに気になったのでグーグルさんに聞いてみました。 

 

「Building Standards Law」でした！ 

 

今更ながらお恥ずかしいのですが、少し賢くなりました！ 

Building Standards Law・・・bureau veritas Japan・・・似てそうで、似てないですね。 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/262/moridokeihatsu.html
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引き続き、「Building Standards Law」についてお困りの際は 

「Bureau veritas Japan」を思い出して頂ければ幸いです。 

 

 

営業 岡 

 

インフォメーション 

建物・設備の定期検査（インサービス検査事業本部）のご紹介 

 

ビューローベリタスでは 2011 年に建物の定期検査サービスをスタートし、 

現在は年間 12,000 件*の検査を実施しております。 ＊2022 年 1 月～12 月の検査実績 

 

特定建築物定期調査のほか、建築設備定期検査、学校施設の非構造部材耐震点検、防火設備定期検査、防災・

防火・消防設備・消防点検報告そして電気保安管理業務も行っております。 

 

→建物・設備の定期検査についての詳細はこちら https://www.buil-repo.com/ 

 

建築設計事務所様からの「12 条点検（建築基準法第 12 条定期報告）」業務委託が可能です 

 

・第 12 条定期報告関連の入札を検討しているが対応できないため断念している 

・手に負えない規模や、遠方エリア案件があるためお断りしている 

・外壁打診調査など自社で実施ができない物件がある 

 

→お問い合わせはこちら 

 

技術監査サービス（技術監査事業部）のご紹介 

 

技術監査事業部では、建物の環境や快適性を評価認証する、CASBEE 評価認証、LEED 認証適合性検証、WELL

認証適合性検証、また、遵法性調査、法適合状況調査、テクニカル・デューデリジェンス®、品質監査（QATA）などを

行っています。 

 

→技術監査サービスについての詳細はこちら https://kansa.bvjc.com/ 

 

※※Newsmail の情報・URL 先等は 2023 年 9 月 25 日現在の情報です。※※ 

ご不明な点、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

お問い合わせ 

ビューローベリタスジャパン株式会社建築認証事業本部 

 

大阪事務所 電話:06-6258-8231  FAX:06-6241-3075 

神戸三ノ宮事務所 電話:078-334-7252 FAX:078-334-7253 

URL:Bureau Veritas Japan|建築確認 
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